
  

  

この度「生活行為向上マネジメント 基礎研修会」を下記の日程で開催いたします。また今年度よ

り、新しい生涯学修制度が始まり、MTDLP基礎研修の履修が、登録作業療法士制度の要件にも位置づ

けられました。詳細については、２枚目の「重要なお知らせ」や日本作業療法士協会 HP をご参照くだ

さい。なお、今年度の MTDLP 実践研修（事例報告）は R8.1.25に開催いたします。 

令和 7 年 7 月 27 日（日） ９：００～１７：３０（予定）            

          Web 研修会（Zoom を活用した研修開催） 

大谷内 和幸（MTDLP 指導者 ／ 岩室リハビリテーション病院） 

     平野 和行（MTDLP 指導者 ／ 合同会社 BOND ハルボンド） 

          ４０名 

作業療法士会 会員 新入会員の方は、協会・県士会に入会手続き中でも「申込可能」です。 

      他県士会員の受講も受付けておりますが、定員超過の場合は、新潟県士会員を優先させていただきます。 

      

会員：1,000 円 非会員：１万円 他県士会員：2,000 円 

ただし、以下の①～④に該当する方は、研修会参加費が「無料」となります。 

① 県士会入会年度が令和 5・6・7年度の会員    ② 令和 6年度休会、令和 7年度自動復会した会員   

③ 過去に県士会を退会、令和 7年度に再入会した会員    ④本研修会の受講が２回目以降の会員 

※参加費の振込の対象の方は申し込み締め切り後に個別にてご連絡致します 

※一度入金された参加費は、いかなる理由でも返金はいたしませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 
MTDLP Niigata ～あなたの“したい”を応援します～ 

 
 

■申込方法：下記 URL またはQR コードから必要事項を入力し、お申し込みください。 

       返信メールをもって申込完了となります。 

     基礎研修会開催日の３～４日前までに、Zoomの IDやパスコード、研修会の資料を配信します。 

 

【申し込み先 URL】https://x.gd/Eh5qP 

 

■申込締切：令和７年７月１４日（月） 

■問合せ先：新潟南病院 狩谷雄大 E-mail：mtdlp.niigataot.015@gmail.com 
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新入会員さん 注目！！ 



重要なお知らせ 

 

【MTDLP 基礎研修、MTDLP 実践研修について】 

2025年度より、新しい生涯学修制度が始まり、MTDLPの研修制度にも変更がありました。その内容

について、説明いたします（詳細は日本作業療法士協会HPを確認ください） 

2024年度までは、MTDLP 基礎研修は現職者選択研修の必修研修に位置付けられていました。また

MTDLP実践研修（事例報告）で発表・聴講することで、現職者共通研修の事例報告・事例検討への読み

替えも可能でした。 

2025年度から始まった新しい生涯学修制度では、これまでの内容が変更となり、2025年度以降、下

記の対応となっております。なお、MTDLP基礎研修は現職者選択研修ではなくなりますが、登録作業療

法士制度では必須の研修となっております。 

 

2024年度までに入会されている会員 

・旧生涯教育制度から新生涯学修制度への移行期間は 2年間（2025年度・2026年度）となっているた

め、2025年度・2026年度に開催したMTDLP実践研修を履修された会員の方は、これまで通り事例

報告・事例検討への読み替えは可能です。 

 

2025年度より入会された会員 

・MTDLP実践研修を履修されても、事例報告・事例検討の読み替えはできません。新しい生涯学修制度

に準じて、履修を進めていくこととなります。 

 

なお、これまで通り、MTDLP基礎研修を受講後、MTDLP実践研修（事例報告）を修了することで、

MTDLP実践者研修修了証が発行され、MTDLP指導者を目指すことができます。また、MTDLP指導者

については、2025年度より、新しく「MTDLP指導者養成制度」が始まります（詳細は日本作業療法士

協会ＨＰをご確認ください）。 

 

【MTDLP 指導者養成制度について】 

 ・MTDLP指導者認定を申請する場合は、必要書類提出に加え、MTDLP実践報告の口頭試問（MTDLP審

査会が実施）が必須となりました。 

 ・必要な提出書類や口頭試問については、日本作業療法士協会 HPを参照ください。 

 ・提出書類の中に「指導者からの評価」があります。指導者からの評価は、県内の MTDLP指導者が行いま

すので、必要になった際は、県士会 HP→会員専用ページ→MTDLP→MTDLP相談窓口までご連絡くださ

い。 

【参照】 

・新生涯学修制度について 

（日本作業療法士協会HP）   QRコード → 

 

 

・MTDLP指導者養成制度について 

（日本作業療法士協会HP）   QRコード → 

 


